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情報通信審議会

電気通信事業政策部会

ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度における
交付金・負担金の算定等に関するWG  （構成員等）

（主査） 関口博正 神奈川大学 経営学部 教授

（主査代理） 相田 仁 東京大学 名誉教授

三友仁志 早稲田大学大学院 アジア太平洋研究科 教授

大谷和子 株式会社日本総合研究所 執行役員 法務部長

春日教測 甲南大学 経済学部 教授

砂田 薫 国際大学 グローバル・コミュニケーション・センター 主幹研究員

高橋 賢 横浜国立大学大学院 国際社会科学研究院 教授

長田三紀 情報通信消費者ネットワーク

（オブザーバ）
・全国知事会
・全国市長会
・全国町村会
・（一社）テレコムサービス協会
・（一社）電気通信事業者協会
・（一社）日本インターネットプロバ

イダー協会
・（一社）日本ケーブルテレビ連盟
・東日本電信電話（株）
・西日本電信電話（株）
・KDDI （株）
・ソフトバンク（株）
・（株）オプテージ

R4.7.1 設置
R4.12.8 取りまとめ

WG取りまとめを踏まえた情通審答申を受けて、
R5.6.16に改正政省令施行

ブロードバンド基盤WG

交付金・負担金算定等ＷＧ （案）

ユニバーサルサービス政策委員会

（主査） 三友 仁志 早稲田大学 大学院 アジア太平洋研究科 教授

（主査代理） 大谷 和子 株式会社日本総合研究所 執行役員 法務部長

岡田 羊祐 成城大学 社会イノベーション学部 教授

春日 教測 甲南大学 経済学部 教授

砂田 薫 国際大学 グローバル・コミュニケーション・センター 主幹研究員

高橋 賢 横浜国立大学 大学院 国際社会科学研究院 教授

長田 三紀 情報通信消費者ネットワーク

藤井 威生 電気通信大学 先端ワイヤレス・コミュニケーション研究センター 教授

ユニバーサルサービス政策委員会の下に「ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度における交付金・負担金の

算定等に関するWG」を新たに開催することとし、短期間に集中的に議論していくことを希望。
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交付金・負担金算定等WG 検討スケジュール（案）

令和５年 令和６年

６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

（情報通信審議会）

電気通信事業
政策部会

ユニバーサル
サービス政策委

員会

交付金・負担
金算定等WG

報告案
取りまと

第１回(９月)

パブコメ 意見反映

答申案

取りまとめ

報告報告案

取りまとめ案

取りまとめ
論点整理検討事項説明

WG立ち上げ
（８月１日）

諮問
（７月７日）

答申

事業者 ヒアリング
（第２回～４回）

第６回（R６年１月）
取りまとめ論点整理

事業者ヒアリング（２～３回に分けて実施）第２回～４回
（R５年９～11月）

第１回（R５年９月） 事務局説明（検討事項）

第７回（R６年２月） 取りまとめ

第５回（R５年12月）
取りまとめ案

・ 設備管理部門の原価算定における減価償却費の扱い
・ 設備管理部門における共通費の配賦基準
・ 原価算定における未利用芯線の扱い、接続料原価との整理
・ 設備利用部門における効率化を確保する方法 等

答申を踏まえ省令検討
●施行規則改正（R6.夏目処）
・特別支援区域の基準（法第110条の２第２項の委任事項）

● 第二種算定規則の制定、報告規則改正（R7.春目処）
・交付金・負担金算定方法（法第110条の４の委任事項）
・回線数の報告方法

＜各回の議題（現時点の想定）＞
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交付金・負担金算定等WGにおける主な検討事項（案）

主な検討事項

交付金・負担金算定等ＷＧにおいては、交付金・負担金の詳細な算定方法（例：原価・収益の算定の在り方、共通費の配賦基準、ベンチマーク方式及び

収入費用方式の在り方）や特別支援区域の指定の基準となる「大幅な赤字額」の設定方法等について検討を希望。

１．交付金・負担金の詳細な算定方法
（１）原価・収益の算定の在り方

①減価償却費の整理
・新規整備や民設移行に係る補助金等との二重支援を防止する観点や、未整備地域の解消や民設移行を促進する観点から減価償却費の計上について考え方を整理

②特別支援区域において新規整備又は民設移行した回線設備のうち、未利用芯線等の維持費用について

・特別支援区域において光ファイバを新規整備した場合や公設光ファイバを民設移行した場合において、未利用芯線等の維持費用による全国均一接続料の高騰抑止

の観点や、未整備地域の解消や民設移行を促進する観点から未利用芯線等の維持費用※１については、ブロードバンドのユニバーサルサービス制度による支援や接続

料原価の範囲の考え方を整理

③利用部門コストの算定

（２）共通費の配賦基準

○他の役務と共用している設備や他事業者と共用している設備等の費用の配賦基準（例：放送役務・付加サービス（フレッツテレビ等））

（３）ベンチマーク方式及び収入費用方式の在り方

①ベンチマーク方式※２におけるベンチマークの基準の設定

②収入費用方式※３における費用と収益の範囲の設定

２．特別支援区域の指定の基準
○基準となる「大幅な赤字額」の設定

３．その他必要と考えられる事項

※１ 現在、光ファイバの未利用芯線等の維持費用は接続料原価に包含

※２ 費用の一定部分を支援対象とする方式

※３ 費用と収益の差額を支援対象とする方式
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